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第 3 章 労働保険料のしくみ 
 

１ 保険料の種類 

労災保険と雇用保険の保険料を、あわせて「労働保険料」といい、その種類は次の５

つに区分されています。 

（1）一般保険料 

事業主が労働者に支払う賃金の総額を基礎として算定する通常の保険料。 

（2）第１種特別加入保険料 

労災保険の特別加入者として承認を受けた中小事業主等についての保険料。 

（3）第２種特別加入保険料 

労災保険の特別加入者として承認を受けた一人親方等についての保険料。 

（4）第３種特別加入保険料 

労災保険の特別加入者として承認を受けた海外派遣者についての保険料。 

（5）印紙保険料 

雇用保険の日雇労働被保険者についての雇用保険印紙による保険料。 

 

２ 保険率と労働保険料の計算方法 

（1）雇用保険率 

令和７年４月１日～令和８年３月 31 日の雇用保険率 

 保険料率 事業主の負担分 労働者の負担分 備考 

特

掲

事

業 

農林水産・清酒

製造業の事業所 

16.51000 
101000 6.51000 

●事業主の負担分のうち、
□.□
□□□□

（建設業は
□.□
□□□□）は、雇用保険

二事業の費用に充てられます。 

建設業の事業所 
17.51000 

111000 6.51000 
上記以外の業種の 

事 業 所 

14.51000 
91000 5.51000 

 
※ 特掲事業の「農林水産」のうち、園芸サービス、牛馬の育成、酪農、養鶏、養豚、内

水面養殖および特定の船員を雇用する事業については、特掲事業ではなく、一般の事
業の率が適用されます。 

 
 

（2）労災保険率（38 ページ参照） 

事業の種類ごとに、業務災害及び通勤災害に係る災害率並び二次健康診断等給付に

要した費用の額等を考慮して定められており、1,000 分の 2.5 から 1,000 分の 88 の範

囲内で定められています。 
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（3）一般保険料の計算方法 

一般保険料は、事業主がその事業に使用するすべての労働者に支払う賃金総額に保

険料率（労災保険率と雇用保険率）を乗じて計算するのを原則としています。 

ただし、労災保険または雇用保険のいずれか一方の保険関係のみが成立している場

合には、労災保険率または雇用保険率のみを乗じて計算します。 

① 労災保険と雇用保険の双方の保険関係が成立している場合 

イ 労災保険に係る賃金総額と雇用保険に係る賃金総額が同じ 

【一般保険料】＝【賃金総額】×【労災保険率＋雇用保険率】  

 

ロ 労災保険に係る賃金総額と雇用保険に係る賃金総額が異なる 

【一般保険料】＝【賃金総額×労災保険率】＋【被保険者賃金総額× 

雇用保険率】 

② 労災保険の保険関係のみ成立している場合 

【一般保険料】＝【賃金総額】×【労災保険率】  

 

③ 雇用保険の保険関係のみ成立している場合 

【一般保険料】＝【被保険者賃金総額】×【雇用保険率】  

  

 

（4）特別加入保険料の計算 

第１種特別加入保険料                第１種特別加入保険料率 

第２種特別加入保険料  ＝保険料算定基礎額の総額×  第２種特別加入保険料率 

第３種特別加入保険料                第３種特別加入保険料率 

 

 

（5）雇用保険印紙保険料 

雇用保険の日雇労働被保険者１人につき、１日あたり次に掲げる額です。 

① 賃金日額 11,300 円以上の者･･･････････････176 円（第１級雇用保険印紙） 

② 賃金日額 8,200 円以上 11,300 円未満の者･･･146 円（第２級雇用保険印紙） 

③ 賃金日額 8,200 円未満の者････････････････ 96 円（第３級雇用保険印紙） 
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３ 一般拠出金について 

「石綿による健康被害の救済に関する法律（平成 18 年３月 27 日施行）」に基づく納

付金で、労働保険の確定保険料の申告に併せて申告・納付します。 

一般拠出金は、全ての労災保険適用事業主が申告・納付の対象となります。 

一般拠出金率は全業種一律 0.02/1000 で、一般拠出金の計算方法は、労災保険に係

る確定賃金総額×0.02/1000 となります。 

なお、一般拠出金は、全額事業主負担となり、延納（分割納付）はできません。 
 

４ 概算保険料の申告と納付（一般保険料の場合） 

継続事業（期間の定めのない事業）は、保険年度（毎年４月１日から翌３月 31 日ま

で）ごとに、その保険年度の一般保険料を計算し、概算保険料として申告・納付するこ

とになります。 

保険年度の中途で保険関係が成立した事業については、成立した日から保険年度の

末日（３月 31 日）までの賃金支払見込額で保険料を計算し、成立した日の翌日から起

算して 50 日以内に申告・納付してください。 

 

５ 確定保険料の申告 

確定保険料の額は毎保険年度の末日（事業廃止等保険関係が消滅した場合はその消

滅した日）までに支払った賃金（支払うことが決まった賃金であれば、支払われていな

い賃金も含みます。）の総額を基礎として計算し、次の保険年度の６月１日から 40 日

以内（保険年度の中途で保険関係が消滅した場合はその消滅した日から 50 日以内）に

確定申告・納付してください。 

確定保険料の申告は、概算保険料の精算のために行うものですから、概算保険料の額

が確定保険料の額に不足する場合は、その不足額を納付していただき、逆に、概算保険

料の額が確定保険料の額を超えるときは、その超過額を事業主に還付するか、または翌

年度の概算保険料に充当します。 

 

６ 年度更新と納付手続 

前年度の確定保険料の申告・納付と、新年度の概算保険料の申告納付は、同一の申告

書用紙に印刷され、同時に手続をとることができます。 

これを労働保険では「年度更新手続」といい、毎年６月１日から７月 10 日までの間

に、「概算・確定保険料申告書」と「納付書」を作成して、申告書の所掌が「１」（申告

書の色が黒と赤）の事業の場合、この申告書と納付書に保険料を添えて、日本銀行（本

店、支店、代理店、歳入代理店）もしくは都道府県労働局、管轄の労働基準監督署へ、

所掌が「３」（申告書の色が藤色と赤）の事業の場合には、日本銀行（本店、支店、代

理店、歳入代理店）もしくは都道府県労働局に申告・納付してください。 
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７ 概算保険料の延納（分割納付） 

納付すべき概算保険料の額が 40 万円（労災保険または雇用保険のいずれか一方の保

険関係のみが成立している事業については 20 万円）以上の場合、または労働保険事務

組合に事務委託している場合には、申請により延納することができます。 

延納する場合の納付期限は次のとおりです。 

第１期分…… ７月 10 日 第２期分……10 月 31 日 第３期分…… １月 31 日 

※ 納付期限が土曜日にあたる場合はその翌々日、日曜日、祝日にあたる場合はその

翌日となります。 

新たに保険関係が成立した場合の延納回数、有期事業の場合の延納等、その他詳細

につきましては、管轄の労働基準監督署にお問い合わせください。 
 

８ 保険料の負担 

（1）被保険者の負担 

事業主が被保険者から保険料を控除する場合は、被保険者の賃金総額に 31 ページ

の雇用保険率（労働者の負担分）を乗じた額を控除してください。 

なお、計算した被保険者負担額に１円未満の端数が生じたときは、その端数の取扱

いは次のとおりになります。 

① 被保険者負担分を賃金から源泉控除する場合、被保険者負担分の端数が 50 銭以

下の場合は切り捨て、50 銭１厘以上の場合は切り上げとなります。 

② 被保険者負担分を被保険者が事業主へ現金で支払う場合、被保険者負担分の端

数が 50 銭未満の場合は切り捨て、50 銭以上の場合は切り上げとなります。 

③ 慣習的な取扱い等の特約がある場合には、この限りではありません。 

（2）事業主の負担 

申告納付額から被保険者負担分の合計額を引いた残りを事業主が負担することと

なります。なお、日雇労働被保険者を雇用した場合の負担については第 2 編 73～75

ページを参照してください。 

 

９ 追徴金等の賦課 

保険料を定められた期日までに申告・納付しないときは、政府において保険料の認定

決定を行い、追徴金及び延滞金が賦課されるほか、財産差押え等を行うこともあります

ので、保険料は必ず所定期限内に正確に申告納付してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


